Ⅲ　災害安全
気象警報発表時の対応（例）
　学校所在地又は、生徒が居住する市町村に気象警報が発表時された際の対応については、「県立●●学校　非常変災時における対応方針」及び「同留意点」に基づき、以下の通りに定める。
⑴　対象となる気象警報
　　・大雨、氾濫、土砂災害、暴風（暴風雪）、大雪に関する警報、危険警報、特別警報
　　　※警報が「山地」・「平地」等市町村内の一部に発表されている場合も、市町村全体に発表されているものとする。
　　・本校は▲▲川の洪水浸水想定区域（想定最大規模・Ｌ２）に含まれることから、▲▲川に氾濫警報が発表された場合は、自宅待機、臨時休業、保護者引渡し等の対応をとることとする。
　　・生徒の居住地域が下表の洪水予報河川の洪水浸水想定区域（想定最大規模・Ｌ２）に含まれる場合は、自宅待機又は指定緊急避難場所等の安全な場所への避難を行う。なお、通学経路に同区域が含まれる場合も同様とする。
⑵　リスクの把握と周知
　・４月中に、生徒に対し、自宅及び通学経路における土砂災害（特別）警戒区域、洪水浸水想定区域（想定最大規模・Ｌ２）の有無やその範囲についてハザードマップなどを用いて把握をし、気象警報発表時の対応について確認をする。
・非常変災時の対応については、４月中に全ての生徒、保護者に周知をする。
・避難に関する支援が必要な生徒、学校待機時に配慮が必要な生徒について、個人懇談等を通して把握、集約を行う。
⑶　気象警報発表時の対応の基準
	対応
	基準

	登校前
	①自宅待機となる場合
ア　大雨・土砂災害・大雪・暴風・暴風雪警報
・午前●時の時点で、●●市（学校所在地）に大雨・土砂災害・大雪・暴風・暴風雪のいずれかの警報が発表されている場合は、全ての生徒を自宅待機とする。
・午前●時の時点で、●●市（学校所在地）以外に大雨・土砂災害・大雪・暴風・暴風雪のいずれかの警報が発表されている場合は、該当の市町村に居住する生徒は自宅待機とする。
※大雪警報は、山地・平地の別なく市町村全体に発表されているものとして扱う。
イ　氾濫警報
・午前●時の時点で、▲▲川に氾濫警報が発表されている場合は、全ての生徒を自宅待機とする。
・▲▲川以外の洪水予報河川に氾濫警報が発表されている場合は、該当河川の洪水浸水想定区域（想定最大規模・Ｌ２）に居住する生徒は自宅待機とする。
②臨時休業・自宅待機の継続・授業開始時刻の繰り下げ
ア　●時までに●●市（学校所在地）、または▲▲川の気象警報が解除されない場合
臨時休業とする。
イ　●時までに気象警報が解除された場合
・警報解除後●時間後より授業を開始する。
臨時休業、授業開始の詳細については学校からメール等で連絡を行う。
・気象警報が発表されている市町村や洪水予報河川の洪水浸水想定区域（想定最大規模・Ｌ２）　に居住する生徒は自宅待機を継続する。
　  ・自宅が被災している場合や交通機関の不通や通学経路に危険が生じる恐れがある場合は、登校に及ばない。

	在校中
	・保護者を原則とするが、今後●時間以内に予想される雨量が●●mm以下、▲▲川で氾濫警報以上が出ていない場合等は、交通機関の運行状況、通学経路などの安全を確認した上で、下校させることができる。
・学校所在地、生徒居住地において危険警報以上が発表されている場合は、学校待機とする。
・下校をさせた場合は、自宅等への到着確認を行う。
※以下、学校が土砂災害（特別）警戒区域に含まれる場合の例
・レベル３土砂災害警報は、３時間後にレベル４土砂災害危険警報に移行すると予想される場合に発表されることから、降雨の状況等から、レベル３の警報が予想される場合は、通学経路の安全を確認した上で、速やかに下校させる。または安全な場所（●●、●●）への避難を行う。
　　ただし、時間的余裕が無い場合は、土砂災害が予想される斜面から最も遠い校舎（●棟）の３階以上への避難を行う。帰宅については、保護者引渡しを原則とする。
※以下、学校が氾濫警報の対象河川の洪水浸水想定区域（Ｌ２）に含まれる場合の例
・▲▲川に氾濫警報が発表された場合は、高層階（●階以上）への避難を行う。下校については保護者及び通学経路の安全が確保できない場合は、警報の解除まで学校待機とし、警報解除後に保護者への引渡しにて下校されることを原則とする。

	登下校
	・自宅、学校、指定緊急避難所等の安全を確保できる場所への速やかな避難を行う。


⑷　気象警報発表時の対応
　　・在校中に防災気象情報が発表された場合は、以下の表による対応を原則とする。
河川氾濫への対応の詳細についてはp.●、土砂災害への対応の詳細については、ｐ.●を参照。
	
	
	住民がとるべき行動
（気象庁資料より）
	大雨
低地の浸水や大河川以外の氾濫
	河川氾濫
１級河川などの大河川の氾濫
	土砂災害急傾斜地の
がけ崩れや土石流

	５
	レベル５
特別警報
	命の危険　直ちに安全確保！
	学校待機
	①校内での避難
想定浸水深●ｍ以上が担保できる●階以上の教室への避難を原則とする。（ｐ.●参照）
	①校外への避難
安全の確保を最優先とし、●●への避難を行う（ｐ.●参照）
②校内での避難行動
校外への移動が困難な場合は、速やかに●棟への避難を行う。

	４
	レベル４
危険警報
	危険な場所から全員避難
	学校待機
	
	

	３
	レベル３
気象警報
	避難に時間を要する人は早めに避難、避難の準備など
	保護者引渡し
	保護者引渡し
	保護者引渡し

	２
	レベル２
注意報
	避難行動を確認（避難場所や避難ルート、避難のタイミングなど）
	以後の気象状況、交通機関の運行等に注意を払いながら状況を観察

	１
	早期注意情報
	災害への心構えを高める
	平素から天候などを意識しておく


【参考】　・気象庁ＨＰ　https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai
　　　
　　・以下の河川の洪水浸水想定区域に含まれる市町村に居住する生徒については、自宅が洪水予報河川の洪水浸水想定区域に含まれているかを確認させる。
　　・以下に掲載のない河川については、大雨に関する情報の中で氾濫の危険性について示される。
氾濫警報の対象となる洪水予報河川（令和８年３月時点）
	河川名
	事務所等
	氾濫による浸水が想定される地区

	木曽川中流
	木曽川上流河川事務所
	（岐阜地区）　岐阜市・羽島市・各務原市・岐南町・笠松町
（可茂地区）　美濃加茂市・可児市・坂祝町

	木曽川下流
	木曽川下流河川事務所
	（西濃地区）　海津市

	長良川上流
	美濃土木事務所
	（岐阜地区）　岐阜市
（美濃地区）　美濃市・関市

	
	岐阜土木事務所
	

	長良川中流
	木曽川上流河川事務所
	（岐阜地区）　岐阜市・羽島市・各務原市・瑞穂市・本巣市・岐南町・笠松町・北方町
（西濃地区）　大垣市・海津市・輪之内町・安八町

	長良川下流
	木曽川下流河川事務所
	（岐阜地区）　羽島市
（西濃地区）　海津市

	揖斐川中流
	木曽川上流河川事務所
	（岐阜地区）　瑞穂市
（西濃地区）　大垣市・海津市・養老町・神戸町・輪之内町・安八町・揖斐川町
大野町・池田町

	揖斐川下流
	木曽川下流河川事務所
	（西濃地区）　海津市

	根尾川
	木曽川上流河川事務所
	（岐阜地区）　瑞穂市
（西濃地区）　大垣市・安八町・神戸町・大野町

	飛騨川
	下呂土木事務所
	（飛騨地区）　下呂市

	庄内川(土岐川）
	庄内川河川事務所
	（東濃地区）　多治見市・土岐市

	宮川
	古川土木事務所
	（飛騨地区）　高山市・飛騨市


⑸　その他の防災気象情報発表時の対応
　　・気象防災速報（記録的短時間大雨）、気象防災速報（線状降水帯発生）、気象防災速報（線状降水帯直前予測）が発表された場合は、大雨警報が発表された場合に準じて対応をする。


⑹　気象警報発表時（氾濫警報を除く）の対応
	
	対応等
	学校の動き

	前日
	ＳＨＲ等で翌日の学校対応について連絡
	・気象庁「早期警戒情報（警報級の可能性）」が「中」又は「高」の場合は、翌日の学校対応について検討、判断
・対応を「すぐーる」により連絡

	登校前
	●時●●分の時点で気象警報が発表されている場合
ア　学校所在地に発表
・全ての生徒は自宅待機

イ　生徒居住市町村に発表（学校所在地での発表なし）
・以下の生徒は自宅待機
①警報発表市町村に居住する生徒
②警報発表市町村を通学経路とする生徒
	・メールにて学校の対応生徒・保護者へ連絡
・県教育委員会への学校対応の報告
・被害がある場合は、県教育委員会へ報告
・メールの文面
	●時現在、●●市に●●警報が発表されているため、自宅待機とします。
●●時までに警報が解除された場合は、警報解除の●時間後を目安に授業を開始します。




	
	●時●●分までに気象警報が解除された場合
ア　学校所在地の気象警報解除
・警報解除後、●時間後を目安に授業開始
イ　生徒居住地の気象警報解除（学校所在地は警報継続）
・自宅待機を継続
※●時●●分までに学校所在地での気象警報が解除となった場合は、安全に注意しながら登校
※以下に該当する生徒は、気象警報が解除された後も登校に及ばない。
・自宅又は本人、家族が被災している。
・通学経路が危険な状態である。
・公共交通機関が不通となっている等
	・メールにて授業開始を生徒・保護者へ連絡
・学校周辺の安全確認
・登校した生徒、欠席生徒の被災状況の確認
・メールの文面
	●時に●●市に発表されていた●●警報が解除されました。
●時から●時限目の授業を開始します。自宅や通学経路の安全を確認し、登校をしてください。
　●●警報が継続している市町村の生徒は自宅待機を継続してください。
　通学経路の状況等により登校が困難な場合は、学校まで連絡をしてください。




	
	●時●●分までに気象警報が解除されない場合
・臨時休業
	・メールの文面
	　●●市の気象警報が●時の時点でも解除されていないことから、本日は臨時休業とします。




	登校中～始業前
	ア　登校途中の場合
自宅又は学校等の安全が確保できる場所のいずれか近い場所に移動をし、待機
イ　学校に登校してきた生徒
・●時●●分まで、学校待機
・臨時休業決定の場合は、保護者引渡し
・引渡しが困難な場合は気象警報の解除まで学校待機
	・対応をすぐーるにて生徒・保護者へ連絡
・学校周辺の安全確認

・登校をしてきた生徒への指示及び該当生徒保護者への連絡
・保護者への引渡し、気象警報解除後の下校についての判断

	在校中
	・保護者引渡しを原則とし、気象警報解除後に下校
・気象警報の発表が明らかな場合や公共交通機関の停止が予告される場合は、気象警報発表の前に授業を打ち切り、下校
・自宅や通学経路に危険が伴う生徒については、学校での待機とし、保護者引渡し
	・気象庁「早期警戒情報（警報級の可能性）」にて警報発表可能性の確認
・授業打ち切りの判断
・保護者への引渡し連絡
・学校周辺の安全確認及び引渡し場所の整備
・鉄道、バスなどの交通各社との連絡

	下校後
	・帰宅確認の実施
・（必要に応じ）翌日の学校対応の連絡
	・すぐーるによる帰宅確認メール送付








⑺　夜間・休日の対応第３次参集職員
被害状況確認
（担当：●●）
・学校設備の損壊等の確認
・通学路等周辺の安全確認
生徒・教職員の安否確認
（担当：●●）
・教職員の安否確認
・生徒の安否確認
校長
副校長
教頭
・翌日の対応を判断
・県教育委員会に被害状況等を報告
その他教職員
生徒・保護者
【レベル４】
危険警報
情報収集
（担当：●●）
・国、自治体からの情報収集
・地震に関する情報集約
情報収集本部
（担当：●●）
・情報を集約し、管理職に報告
外部対応
（担当：●●）
・問合せへの対応
避難所設営
（担当：●●）
・避難所の設営に係る支援・補助
報告
報告
報告
※参集体制の解除は、安否確認及び被害状況確認、翌日の対応に目途が立った際に校長が決定。

　　・●●市にレベル４危険警報以上が発表された場合は、校長は対象の教職員に連絡をし、参集の可否を確認する。
ただし、屋外での行動に危険が伴う場合は、教職員本人及び家族の安全の確保を最優先とする。
　　・レベル５特別警報発表時も同様の対応とする。
⑻　気象情報の集約について
　・校長は、気象警報発表時又は発表が予想される場合は、情報収集本部（担当者）を設置する。
　・情報収集担当者（本部）は以下の方法等により気象状況、交通機関の運行情報、災害情報を収集し、速やかに情報を校長、（副校長）教頭、●●部職員に提供する。
・情報収集先関係機関
	機関名等
	電話番号
	機関名等
	電話番号

	●●駅
	××××－××××
	●●バス
	

	●●駅
	
	●●鉄道
	

	●●市役所
	
	●●市役所
	

	●●●道路管理事務所
	
	●●●消防局
	


　　　
情報収集ホームページの例
・岐阜地方気象台　https://www.data.jma.go.jp/gifu/index.html 
・国土交通省　中部地方整備局　河川部　https://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/index.htm
・岐阜県総合防災ポータル　　
https://gifu-bousai.my.salesforce-sites.com/
・ぎふ土砂災害警戒情報ポータル　　https://alert.sabo.pref.gifu.lg.jp/web_pub/top/top.html
・岐阜地方気象台ホームページ　　
https://www.jma-net.go.jp/gifu/index.html
・岐阜県　川の防災情報　　http://www.kasen.pref.gifu.lg.jp/
・ぎふ山と川の危険箇所マップ（岐阜県）　https://kikenmap.gifugis.jp/
・防災情報のページ（内閣府）　　http://www.bousai.go.jp/
・防災情報（気象庁）　　　　https://www.jma.go.jp/jma/menu/menuflash.html
・川の防災情報（国土交通省）　　https://www.river.go.jp/portal/#80
・道路防災情報WEBマップ（国土交通省）　https://www.mlit.go.jp/road/bosai/doro_bosaijoho_webmap/
・道の情報（岐阜県）　　https://douro.pref.gifu.lg.jp/



⑼　保護者引渡しの方法、引渡し場所等
・校長は、生徒を引渡す保護者の氏名、連絡先を作成し、保管する。
引渡し実施時には、保護者氏名及び生徒名等を確認し、引渡し完了者を名簿にチェックをする。
・引渡しに際しては、保護者の安全についても十分に留意する。
保護者の安全が確保できない場合は、当該生徒は学校での待機とする。
・引渡しには、各学年のＨＲ担任が当たり、受付にて保護者を確認する。
・引渡しをする生徒は、●●（雨天時は●●）に待機させ、受付の教員が対象生徒を呼び出す。
・引渡し時の駐車場は●●を使用する。駐車場及び校内の交通整理は●●の職員が行う。
	校内配置図などを用い、保護者引渡しの方法等について示す。



⑽　安否確認
①　授業日の安否確認
ア　授業時
ＨＲ担任又は授業担当者
・クラスごとに安否確認名簿に必要事項を記入
・欠席、遅刻者、早退者を確認し、その所在を確認し、名簿に記入
・集約した情報を学年主任に報告
学年主任
・各クラスからの情報を集約
・在籍生徒数との照合
・教頭へ報告
　　　イ　放課後・校外活動時
　　　　　　部顧問・委員会担当者等
　　　　　　・部員名簿、引率名簿を基にその場にいる生徒の安否を確認
　　　　　　・欠席生徒、不在生徒の所在を確認し、名簿に記入
　　　　　　・集約した情報を教頭に報告
　　　　　　教頭
　　　　　　・各活動の実施状況、活動場所の把握
　　　　　　・部顧問等からの報告を集約
　　　　　　●●部
・緊急連絡メール（すぐーる）を用いた安否確認（帰宅確認を含む）
・すぐーるによる情報の収集が困難な場合は、災害伝言版を利用して安否確認を実施
・場合によっては電話での情報収集を実施
＜参考＞緊急連絡メールでの帰宅確認の例
	　●月●日　●時●●分に授業を打ち切り、下校としました。
自宅、親類宅、避難所等に到着をしたら、本アンケートに回答をしてください。
［１]　自宅に到着
[2]　親類宅に到着
[3]　避難所に到着
[4]　帰宅途中
明日以降の学校の予定については、改めて連絡をします。


②　夜間・休業日等の安否確認
　　　　担当：●●・●●・●●
・緊急連絡メール（すぐーる）による安否確認
・すぐーるによる情報の収集が困難な場合は、災害伝言版を利用して安否確認を実施
・場合によっては電話での情報収集を実施
＜参考＞　緊急連絡メールでの安否確認の例
	　●月●日　●時●●分頃、●●市、●●市に●●警報が発表されています。
　安全を確保し、落ちついて、避難をしてください。
　安全な場所への移動が完了したら、現在の状況を知らせください。
[1]　負傷・被災ともになし
[2]　本人ケガあり・家屋被災なし
[3]　本人ケガなし・家屋被災あり
[4]　その他
明日以降の学校の予定については、改めて連絡をします。





河川氾濫への対応
⑴　校内避難の基準と留意事項
・▲▲川が氾濫警報の対象となる洪水予報河川である。
・学校所在地は、洪水想定浸水区域（Ｌ２）に該当する。
・レベル４氾濫危険警報が発表された場合、又は発表が予想される場合は、速やかに垂直避難を原則とする。
・授業中に教室は下表を原則とするが、緊急の場合は３階以上の教室へ速やかに非難する。
	授業場所
	避難先教室
	授業場所
	避難先教室

	●年●組教室
	●●教室
	●年生●組教室
	●●教室

	●棟●●室
	●棟●●室
	●棟●●室
	●棟●●室

	体育館
	●棟●●室
	武道場
	●棟●●室


・避難に際しては、授業中の場合は各教科担任が担当クラスを避難場所まで誘導する。
・授業のない教職員は、避難経路での見守りを行う。
・▲▲川が氾濫危険水位に達した場合は、該当河川付近を経て通学する生徒は学校待機とし、保護者引渡しによる下校とする。
⑵　校内避難経路
	校外の避難場所までの安全な移動経路を示す






⑶　校外避難
・校外への避難が必要と判断される場合は、レベル４危険警報の発表前に以下の施設への避難を行う。
・レベル４氾濫危険警報が発表されている場合は郊外への避難は行わない。
	施設名
	連絡先
	住所

	●●●
	××－××××
	●●市●●町


⑷　校外避難経路
	校外の避難場所までの安全な移動経路を示す




⑸　安否確認
・気象警報発表時の対応と同様とする。



⑹　氾濫警報発表時の対応
	
	対応等
	学校の動き

	前日
	ＳＨＲ等で翌日の学校対応について連絡
	・気象庁「早期警戒情報（警報級の可能性）」が「中」又は「高」の場合は、翌日の学校対応について検討、判断を行う。
・対応を生徒、保護者に連絡

	登校前
	●時●●分の時点で▲▲川に氾濫警報が発表
ア　学校が▲▲川の洪水浸水想定区域（Ｌ２）に含まれる
・全ての生徒は自宅待機
イ　学校が▲▲川の洪水浸水想定区域（Ｌ２）に含まれない
　　・自宅や通学経路が▲▲川の洪水浸水想定区域に含まれる生徒は自宅または緊急指定避難場所などの安全な場所へ避難
上記以外の生徒は安全に注意して登校
	・メールにて学校の対応生徒・保護者へ連絡
・県教育委員会への学校対応の報告
・被害がある場合は、県教育委員会へ報告
・メールの文面（学校が洪水浸水想定区域内）
	●時現在、▲▲川に氾濫警報が発表されているため、自宅待機とします。
▲▲川の洪水浸水想定域に自宅がある生徒は、直ちに命を守る行動をとってください。


・メールの文面（学校が洪水浸水想定区域外）
	●時現在、▲▲川に氾濫警報が発表されています。▲▲川の洪水浸水想定域に自宅がある生徒は、直ちに命を守る行動をとってください。
その他の生徒は通常授業となりますが、安全に十分注意して投稿してください。




	
	●時●●分までに気象警報が解除された場合
警報解除後、●時間後を目安に授業開始
・学校周辺が▲▲川の浸水想定区域に所在する場合は、学校周辺の状況から授業開始または臨時休校を決定
・▲▲川の浸水想定区域を居住地、通学経路とする生徒については、安全を十分に確認した上で登校
※以下の生徒は気象警報が解除された後も登校に及ばない。
・自宅又は本人、家族が被災している。
・通学経路が危険な状態である。
・公共交通機関が不通となっている等
	・メールにて生徒・保護者へ授業開始を連絡
・学校周辺の安全確認
・登校した生徒の被災状況の確認
・欠席した生徒の安否及び被災状況の確認
・メールの文面（学校が洪水浸水想定区域内）
	●時に▲▲川に発表されていた氾濫警報が解除されました。
●時から●時限目の授業を開始します。自宅や通学経路の安全を確認し、登校をしてください。登校が困難な場合は、学校まで連絡をしてください。


・メールの文面（学校が洪水浸水想定区域外）
	●時に▲▲川に発表されていた氾濫警報が解除されました。
現在自宅待機や避難等をしている生徒は、自宅や通学経路の安全を確認した上で登校が可能な場合は登校をして下さい。困難な場合は、当校には及びません。




	
	●時●●分までに気象警報が解除されない場合
ア　学校が▲▲川の洪水浸水想定区域に含まれる
臨時休業
イ　学校が▲▲川の洪水浸水想定区域に含まれない
自宅や通学経路が▲▲川の洪水浸水想定区域に含まれる生徒は自宅または緊急指定避難場所などの安全な場所へ避難を継続
	

	登校中～始業前
	ア　登校途中の場合
・自宅又は緊急指定避難場所、学校等の安全が確保できる場所のいずれか近い場所に移動をし、待機
イ　学校に登校してきた生徒
学校待機とし、保護者による引渡し
引渡しが困難な場合は気象警報の解除まで学校待機
	・対応をすぐーるにて生徒・保護者へ連絡
・学校周辺の安全確認

・登校をしてきた生徒への指示及び該当生徒保護者への連絡
・保護者引渡し、気象警報解除後の下校の判断

	在校中
	・保護者引渡しを原則とし、警報解除後に下校
・警報の発表が予想される場合や公共交通機関の停止が予告される場合は、発表前に授業を打ち切り、下校
・自宅や通学経路が洪水浸水想定域に含まれる生徒は、学校での待機
	・気象庁「早期警戒情報（警報級の可能性）」にて警報発表可能性の確認
・授業打ち切りの判断
・保護者への引渡し連絡
・学校周辺の安全確認及び引渡し場所の整備
・鉄道、バスなどの交通各社との連絡

	下校後
	・帰宅確認の実施
・（必要に応じ）翌日の学校対応の連絡
	・すぐーるによる帰宅確認メール送付



土砂災害への対応
⑴　校外避難の基準と留意事項
・学校所在地が土砂災害（特別）警戒区域に指定されていることから、レベル４土砂災害危険警報が発表された場合又は発表が予想される場合は、速やかに⑵の避難場所への避難を開始する。
・土砂災害の前兆現象を把握した場合には、速やかに避難行動を開始する。
＜前兆現象の例＞
	土石流
	地滑り
	がけ崩れ

	・山鳴り（山全体がうなっているような音、地震のようなふるえ）がする。
・急に川の流れが濁り、流木が混ざりはじめる。
・雨が降り続いているのに川の水位が下がる。
・腐った土のにおいがする。
・川の中でゴロゴロという音がしたり、火花が見えたりする。
	・沢や井戸の水が濁る。
・山の斜面やグラウンド、校舎の敷地内にひび割れができる。
・建物の壁や擁壁に亀裂が入る。
・建物や擁壁、樹木や電柱が傾く。
・風が吹いていないのに山の気がざわざわする。
・気が避ける音や木の根が切れる音がする。
	・がけに割れ目が見える。
・がけが膨らむ。
・がけから水が急に湧き出る。
・今までとは違うところから新しく水が湧く。
・湧き水の量が急に増えたり減ったりする。
・がけから小石がぱらぱらと落ちてくる。
・がけから木の根が切れる音がする。


・避難に際しては、授業中の場合は各教科担任が担当クラスを避難場所まで誘導する。
・授業のない教職員は、避難経路での見守りを行う。
・自宅周辺が土砂災害（特別）警戒区域に指定されている生徒については、学校待機とし、保護者による引渡しを行う。
⑵　避難場所・避難経路
	施設名
	連絡先
	住所

	●●●
	××－××××
	●●市●●町

	
	
	

	
	
	


⑶　校外避難経路
	校外の避難場所までの安全な移動経路を示す





⑷　校内避難経路
校外への移動が困難な場合は、土砂災害の被害を受けにくい教室に移動をする。
	校内避難の対象となる教室
	避難先教室
	校内避難の対象となる教室
	避難先教室

	●年●組教室
	●棟●●室
	●年●組教室
	●棟●●室

	●年●組教室
	●棟●●室
	●年●組教室
	●棟●●室

	●棟●●室
	●棟●●室
	●棟●●室
	●棟●●室


	校内の避難場所までの安全な移動経路を示す



＜校内の避難経路図＞
⑸　安否確認
・気象警報発表時の対応に準じる。
⑹　土砂災害警報発表時の対応
・気象警報発表時の対応に準じる。


雷・竜巻発生時の対応（例）
⑴　雷・竜巻の避難と留意点
	
	雷
	竜巻

	前兆
	大気の状態が不安定、雷を伴う、竜巻など激しい突風の恐れといったキーワードに注目し、翌日、当日の天候に注意を払う。

	
	・黒い雲が近付く。
・雷の音が聞こえる。
・急に冷たい風が吹いてくる。
	・真っ黒い雲が近づき、周囲が急に暗くなる。
・雷鳴が聞こえたり、雷光が見えたりする。
・冷たい風が吹き出す。
・大粒の雨やひょうが降り出す。

	発生
	・激しい雨が降る。
・雷光が確認できる。
・雷鳴が聞こえる。
	・「ゴー」という音が聞こえる。
・黒い雲から下方に漏斗状の雲が伸びる。
・トタン板や発泡スチロールなどのゴミが宙を舞うのが見える。

	避難行動
	屋外
〇在校中
・屋外での部活動、体育、実習作業等を中断し、速やかに屋内へ避難する。
・下校前の場合は、情報を収集し、発雷の可能性がなくなるまで学校にて待機する。
〇近くに避難する場所がない場合
・低い場所を探してしゃがむ、できるだけ姿勢を低くし、地面との接地面を少なくする。
・電柱、煙突、鉄塔、建築物などの高い物体の頂点を45度以上の角度で見上げる範囲で、その物体から４ｍ以上離れたところに退避する。（図参照）（気象庁資料より）
図

・高い木の近くは危険なので、最低でも木の全ての幹、枝、葉から２ｍ以上は離れる。
登下校中
・近くの安全な場所に避難し、屋外を移動しない。
・自転車に乗っている場合は、すぐに降りて姿勢を低くし、※安全な場所に避難する。
※鉄筋コンクリート建築、自動車、バス、電車の内部は比較的安全。木造建築の内部も基本的に安全であるが、全ての電気器具、天井・壁から１ｍ以上離れればさらに安全が確保できる。
	屋外（登下校中を含む）
・校舎など頑丈な建物に避難する。
・物置やプレハブ（仮設建築物）などの構造が簡素な建物には避難しない。
・屋根瓦などの飛来物に注意する。
・近くの頑丈な建物や地下などに避難する。
・付近に避難できる建物が無い場合は、くぼみ等に身を伏せ、横風を受けないようにする。
・橋や陸橋の下には避難しない。
屋内
・飛来物を避けるため窓、カーテン等を閉める。
・窓ガラスからできるだけ離れる。
・壁に近い場所で避難姿勢をとる。
・丈夫な机の下に入るなど、身の回りにある物で頭を守るなどの避難姿勢をとる。
・建物の最下階に移動する。

	留意点
	・屋外での活動時には、目視の範囲に雲が無いからといって、雷が発生しないとは限らないため、必ず「雷ナウキャスト」等を用い、周辺に雨雲や雷雲が無いことを確認する。
・遠くで雷鳴があったとしても、その雷は自分のいる地点に落ちる可能性があったという認識をもつ。
・従来落雷を誘引すると思われていた物を何も身に付けていなくても、雷が落ちることがある。
	・サッカーゴールやハンドボールゴールなどは、突風等で倒れないように、杭でしっかりと固定するか、予め倒しておく。
・テントを設営するときには、支柱を十分な重さと数の砂袋等で安定させたり、ペグで固定したりするなど、風で倒壊しないようにする。
・強風が予想されるときは、テントを撤去したり、天幕を外したりするなど、早めに対策をとる。


⑵　屋外での活動再開
避難の終了及び屋外活動の再開については、雷ナウキャスト等により雷雲等の動き等に関する情報を十分に収集し、以下の①～③を全て満たし、落雷や竜巻の危険が去ったと認められる状態になったことを確認した上で、校長（又は活動の責任者）が判断をする。
	①　雷ナウキャスト及びその他の天気予報アプリ等で上空に雷雲がない。
②　屋外活動場所の周辺で３０分以上発雷がない。
③　別の雷雲の発生や接近がない。


⑶　情報収集について
竜巻や雷の情報を速やかに入手するため、屋外活動の担当者は「雷ナウキャスト」・「竜巻発生確度（竜巻発生確度ナウキャスト）」・「高解像度降水ナウキャスト」（気象庁）等を利用し、常に最新の情報を入する。
⑷　在校時の対応
	
	予想される状況
	教職員の対応
	生徒の対応

	情報収集
	前兆現象の発生
	・朝と昼の天気予報を確認し、屋外活動の際の気象状況を把握する。
・「雷注意報」発表の有無を確認する。
・活動中も担当者は、「ナウキャスト」等を用い最新の情報を随時確認する。
	■自分の命は自分で守る。
・積乱雲の近づく前兆に注意して行動する。

	避難行動
	雷注意報発表
	◇管理職との情報共有
・安全指導と避難行動の指示をする。
	①雷鳴が聞こえたらすぐに避難
②校舎内や車へ避難する。
③木や電柱から４ｍ以上離れる。

	
	竜巻注意情報発表
	・竜巻接近に備え、屋外、屋内の状況に応じた避難の指示をする。
・竜巻発生確度ナウキャスト等で竜巻発生情報（続報）を確認する。
	●屋外にいる場合
早めに校舎内や近くの建物に避難する。
※車庫・物置・プレハブ（仮設建築物）への避難は危険
●屋内にいる場合
・窓、カーテンを閉め、窓や壁から離れる。

	
	竜巻発生・接近
	・生徒や教職員に竜巻発生時の安全行動を指示
	・１階の窓のない部屋へ移動する。
・机の下にもぐる。
・上着や荷物で頭部（頭、首）を守る（防災頭巾やヘルメットがある場合は使用）。

	教育活動可否の判断
	雷・竜巻等通過
	・管理職との情報共有
・生徒、教職員の安否確認
・校舎等の被害状況を確認する。
・通学路等学校周辺の安全確認をする。
・屋外活動場所周辺で、前頁の①～③を確認
・緊急保護者メール等で連絡し、状況によっては、引渡しを検討する。
	・竜巻通過後であっても、指示があるまでは、校舎内の安全な場所で待機をする。


⑸　登下校時の対応
	
	予想される状況
	教職員の対応
	生徒の対応

	情報収集
	前兆現象の発生
	・前日に天気予報を確認し、登下校時の気象状況を把握する。
・登下校時、最新の防災気象情報を確認し、「雷注意報」の有無を調べる。
	

	避難行動
	雷注意報発表
	<登校前>
・メール等にて自宅待機の指示をする。
＜登校後＞
・すでに登校した生徒、今後、登校する生徒の安全確認のために職員の役割分担をして対応する。
	・空の様子を確認し、積乱雲の近づく兆しを感じたら、近くの建物に避難
・自宅や学校にいる場合は、屋内待機
・１階の窓のない部屋へ。
・机の下にもぐる。
・上着や荷物で頭部（頭、首）を守る（防災頭巾やヘルメットがある場合は使用）。

	
	竜巻注意情報発表
	・生徒登下校の状況確認
・在校生徒・教職員の安全確保
・ナウキャスト等で竜巻発生情報を確認
・管理職との情報共有
・屋内の状況に応じ避難を指示
	

	
	竜巻発生・接近
	在校生徒や教職員に竜巻発生時の安全行動を指示する。
	

	教育活動可否の判断
	雷・竜巻等通過
	・雷や竜巻発生情報を確認
・活動場所周辺で、前頁の①～③を確認
・在校生徒、教職員の安否確認
・校舎等の被害状況確認をする。
・通学路等学校周辺の安全確認をする。
・緊急保護者メール等で連絡し、状況に応じて引渡しを実施
・帰宅確認をする。
	・竜巻通過後であっても、指示があるまでは、校舎内の安全な場所で待機をする。
・登下校中の場合、積乱雲の近づく兆し（サイン）があった場合は、自宅か学校か近い方に戻る。
・自宅に戻ったか場合、保護者と連絡を取り、無事を伝える。





災害に対するタイムライン
１　タイムラインとは
台風や大雪などの災害規模が想定できる災害（以下「進行型災害※」という。）に対し、「いつ」、「誰が」、「何を」するのかを、あらかじめ時系列で整理した防災行動計画を作成し、台風や大雪のような進行型災害に対し、校外の関係機関や校内の分掌などが連携して対応し、生徒の被害を防止するよう作成する。
タイムラインの作成により「いつ」「誰が」「何を」するのかを明確にし、時系列で「いつ」を決めることで学校が迷う時間をなくし、「誰が」「何を」するかをまとめることで、関係者が連携した、円滑な対応ができるようにする。
※台風などのように事前に災害規模が想定できる災害を「進行型災害」と呼ぶのに対し、地震などのように予想や準備が困難な災害を「突発型災害」と呼ぶ。（「タイムライン（防災行動計画）策定・活用指針（初版）」国土交通省）
２　タイムライン作成の手順
タイムラインは、台風や大雪などの進行型災害ごとに次の手順で作成を行う。
①　担当者の記載
予想される災害の規模に合わせ、対応者を定め、決定する。
②　時間の記載（いつ）
ア　警報発表・解除の時刻の想定
台風の最接近など最も危険な時間帯を基準に、暴風警報、大雨警報などが出される時間を想定する。
気象警報は、警報が住民等に伝わって避難行動などがとられるまでに要する時間（猶予時間（リードタイム））を考慮して、予想される現象が発生する３～６時間前に発表される。
進行型災害の規模によって警報発表時刻の幅があるため、気象情報の収集に努める。
イ　日課の決定
始業前：気象警報の解除後の登校時刻を設定する。
始業後：警報発表前の下校時刻を設定する。その際には登下校に要する時間や公共交通機関の運行状況等を考慮する。
③　担当者の行動の記載（何を）
校務分掌等の行動等を時間軸に従って記載する。
生徒の居住地や通学地域の天候や被害状況、交通機関等の確認、生徒・保護者へのメール配信、登下校の指導などをいつ誰が行うかを明記する。
④　タイムライン最終案の決定
作成したタイムラインをチェックし、重複、漏れがないか確認を行う。
⑤　タイムライン決定後の対応
気象情報の収集に努め、作成したタイムラインをもとに早期対応ができるようする。
３　タイムラインの振り返り
気象警報等への対応後、策定したタイムラインの検証を行い、「やるべきであったのにできなかったこと」「やっておけばよかったこと」などを抽出し、次のタイムライン作成に反映させる。
タイムラインは確定的なものではなく、災害をもたらす気象現象の規模により対応を変えていくこと。
例えば台風の場合、暴風のみの対応ではなく、台風の接近に伴う豪雨への注意や、巨大な台風の出現が危惧されており、様々なケースを想定した対応が求められる。
最新の気象情報の入手に努め、早期の適切な対応ができるようにする必要がある。
４　その他
タイムラインを作成する前段階として、普段から次のような準備をしておくこと。
・最も遠くから通学する生徒の把握（登下校にどれくらい時間がかかるか）
・携帯電話やスマートフォンなどのメールアドレスを変更していないかの確認
・公共交通機関、道路の状況の確認
・通勤通学時間外の公共交通機関の運行状況
・命を守る訓練と関連付けたタイムラインの作成訓練の実施
【参考】
・「タイムライン（防災行動計画）策定・活用指針（初版）」（平成２８年８月　国土交通省）
・「タイムライン作成の手引き」（平成２８年３月　山口県）



●●高校　台風●号に対するタイムライン（例）
	災害の概要（例）
	・令和●年●月●●日　●時現在　沖縄の北　945hPa　岐阜県を直撃する可能性大　強い台風であるが、強風の範囲は狭い。
・岐阜県への最接近は●月●●日　●時頃となる見込み
・暴風警報の発表予測：岐阜県に最接近する●月●日●●時の●時間前（●●時頃）に暴風警報が発表されると想定し対応。
・岐阜県上空にある秋雨前線は、気象庁の情報によると南下することが予想されるため、県内の大雨の可能性は低い。
・通学で最遠の生徒は、バスとJRで１時間20分、最寄り駅から徒歩で15分を要するため、２時間あれば帰宅できる。

	
	時刻等
	予想される状況
	対応

	
	基準時間
	気象予警報
	校長・教頭
	情報収集本部
	●●部
	●●部
	学年会
	担任

	●月●日
	－36ｈ
	9:00
	　
	情報収集本部設置
	情報収集・確認
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	－28ｈ
	14:00
	　
	翌日の対応の判断
翌朝会実施の連絡
	　
	翌日の対応を生徒・保護者へ連絡
	非常食等の確認
学校周辺の確認
	　
	最遠生徒の確認
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	－24ｈ
	18:00
	　
	
	　
	　
	
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	●月●日
	－10ｈ
	8:00
	強風注意報発表
	職員朝会　対応連絡
	　
	　
	通学路安全確認
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	
	
	

	
	－8ｈ
	10:00
	
	10：00授業打切り
帰宅指示
	気象庁のHP等で情報収集・確認
	交通機関運行状況確認
	下校指導
	下校指導
	下校指導
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	－6ｈ
	12:00
	暴風警報発表
大雨・氾濫警報
	帰宅困難生徒の把握
帰宅困難生徒の対応
	
	帰宅確認メール発出
	校内防災の確認
	帰宅確認集約
管理職へ報告
	帰宅確認
未返信者に電話確認
学校待機生徒の把握
学校待機生徒の引渡し
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	－4ｈ
	14:00
	
	学校待機者（職員）指示
	
	
	校内戸締り確認
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	－2ｈ
	16:00
	
	交通機関、道路状況確認
職員の帰宅指示
	気象庁のHP等で情報収集・確認
	　
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	－0ｈ
	18:00
	台風最接近
記録的短時間大雨情報
大雨危険警報
氾濫危険警報
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	＋2ｈ
	20:00
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	＋4ｈ
	22:00
	大雨警報・氾濫警報解除解錠
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	●月●日
台風通過
	＋11
	7:00
	
	　
	気象庁のHP等で情報収集・確認
	交通機関運行状況確認
	通学路の安全確認
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	＋12
～
	8:00
	
	学校の被害状況把握の指示
	
	職員朝会
	学校の被害状況調査
	　
	生徒の登校確認
生徒の被害状況の把握
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





●●高校　大雪警報に対するタイムライン（例）
	災害の概要（例）
	令和●年●月●日　北海道の東で低気圧が発達して、強い冬型の気圧配置となった。岐阜県では17日から１８日の夕方にかけて山地を中心に大雪となり、平野部でも積雪の可能性がある。
●月●日　夕刻前より激しい積雪になるとの予報から、早ければ１１：００に大雪警報が出るものと仮定して対応

	状況
	Timeline
	予想される状況
	対応

	
	基準時間
	
	校長・教頭
	情報収集本部
	●●部
	●●部
	学年会
	担任

	●月●日
	－３０ｈ
	9:00
	　
	情報収集本部設置
	交通機関・道路状況・気象状況の確認
	　
	　
	　
	　

	
	－２６ｈ
	13:00
	　
	翌日の対応の検討
	

	　
	非常食の確認
防寒具の確認
除雪用具の準備
	　
	生徒の居住地域確認

	
	－２４ｈ
	15:00
	　
	翌日の対応の判断
臨時職員会
	　
	翌日の対応を保護者へ連絡
	
	　
	翌日の対応の連絡

	●月●日
	－９ｈ
	6:00
	大雪注意報
	　
	　
	　
	
	　
	　

	
	－８ｈ
	7:00
	
	当日の日課の決定　
	交通機関・道路状況・気象状況の確認
	交通機関の運行確認

	通学路安全確認
	
	

	
	－７ｈ
	8:00
	　
	職員朝会　対応連絡
	　
	
	
	
	当日の日課の確認

	
	－６ｈ
	9:00
	
	明日の日課の決定
	　
	
	
	
	

	
	－５ｈ
	10:00
	
	10:45授業打切り
帰宅指示
	　
	帰宅確認メール送信
	
下校指導
	帰宅困難生徒の集約
下校指導
	帰宅困難生徒の把握
下校指導

	
	－４ｈ
	11:00
	大雪警報発表
	
	　
	
	引渡し対応
	帰宅確認情報集約
引渡し対応
管理職へ報告
	帰宅確認
未返信者に電話確認

	
	－３ｈ
	12:00
	
	翌日の対応検討
翌日の対応決定
	　
	翌日の日程を連絡メール送信
	帰宅困難生徒の対応
校内防災の確認
	
	

	
	－２ｈ
	13:00
	
	
	交通機関・道路状況・気象状況の確認
	　
	校内戸締り確認
	
	学校待機生徒の引渡し対応

	
	－１ｈ
	14:00
	
	学校待機職員の指示
	
	　
	　
	
	引渡し終了

	
	－０ｈ
	15:00
	大雪のピーク
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	＋２ｈ
	17:00
	
	学校待機職員を除き、
職員完全帰宅
	情報収集・確認
	　
	校内戸締り最終確認
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	●月●日

	＋１５ｈ
	6:00
	　
	気象情報、交通情報の確認
当日の日課判断
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	＋２１ｈ
	12:00
	大雪警報解除
	職員朝会　
職員被害状況集約
学校被害状況集約
	　
	
	学校の被害状況調査
交通状況確認
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	＋４２ｈ
	9:00
	なだれ注意報
	生徒宅被害状況把握
	情報収集・確認
	　
	通学路安全確認
	生徒の被害情報集約
	生徒の登校確認
生徒宅被害状況確認
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
地震発生時の対応（例）
⑴　発生時の避難行動
・「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」安全な場所への避難・退避を原則とする。
・教室などの机のある場所では、机の下に隠れる。机がない場所では、椅子などの落下物を防げるものの下に隠れる。
・隠れるものがない場所では、上から物が落ちてこない、横から物が倒れてこない、移動してこない場所に移動し、低い姿勢で、カバンなどで頭を覆う。
・屋外の場合は、ブロック塀や屋根瓦、自動販売機、ガラス、電線等の落下物や転倒物、液状化や隆起するマンホールなどからは直ちに離れる。
ア　地震発生時の対応図（在校中の例）生徒
校長・副校長・教頭
教職員
地震発生
安全確保
【一次避難】　落ちてこない・倒れてこない・移動してこない場所へ
揺れが収まる
冷静な指示・声掛け（頭部の保護、机の下へ退避等の避難行動）
自らを守る行動
避難の判断
・校内放送またはハンドマイク
土砂災害・校舎倒壊など二次災害の可能性
避難誘導
安全確認
避難誘導
校内の安全確認
・窓や壁の破損
・廊下等の安全確保
・ガス元栓
・ストーブ消火等
負傷者救護
【二次避難】　①　●●の場合は●●へ避難　　②　●●の場合は●●へ避難
点呼・安否確認
可能性なし
可能性あり
帰宅困難生徒
帰宅困難生徒の把握
・引渡し困難
・日没までに帰宅不可
・通学経路に危険有

対策本部設置（全職員）
県教育員会へ報告
避難必要
生徒の安否確認
避難誘導
非常持ち出し品の搬出
避難経路安全確保
避難不要
通常授業の指示
保護者引渡し
緊急地震速報
その場で安全確保のための行動を指示
机の下にもぐる、窓や落下の恐れがある物から離れる、火気使用時は速やかに消火、ガスの閉栓等
情報収集本部（担当者）の設置
・震源、震度等の情報収集
・校内、校外の被害状況集約
・国・自治体等からの情報収集
交通機関の運行状況
通学経路の安全確認
・備蓄食糧等の配付
・待機場所等の確保
・保護者への連絡
・避難経路の安全確認
・生徒への移動の指示
【三次避難】　①　●●の可能性がある場合は●●へ避難、②　●●の可能性がある場合は●●へ避難



イ　地震発生時の対応図（夜間・休日中の例）
※各学校の実態に合わせて作成をすること。
※夜間、休日の非常参集に当たっては、自身及び家族の安全確保を最優先とする。
第３次参集職員
被害状況確認
（担当：●●・●●）
・学校設備の損壊等の確認
・通学路等周辺の安全確認
生徒・教職員の安否確認
（担当：●●・●●）
・教職員の安否確認
・生徒の安否確認
校長
副校長
教頭
・翌日の対応を判断
・県教育委員会に被害状況等を報告
その他教職員
生徒・保護者
【震度５強】
【震度５弱】
情報収集
（担当：●●・●●）
・国、自治体からの情報収集
・地震に関する情報集約
情報収集本部
（担当：●●）
・情報を集約し、管理職に報告
外部対応
（担当：●●）
・問合せへの対応
避難所設営
（担当：●●）
・避難所の設営に係る支援・補助
報告
報告
報告
※参集体制の解除は、安否確認及び被害状況確認、翌日の対応に目途が立った際に校長が決定
管理職
第２次非常参集職員
【震度４】
建物倒壊
土砂災害等の被害報道確認
参集
※移動に危険がある場合を除く
待機
あり
なし
被害状況
確認
被害あり
参集解除
参集
・被害状況確認
・翌日の対応決定
・関係者への連絡
被害なし
又は軽微
報告

※震度６以上の地震発生時は、震度５強・震度５弱の地震の参集体制に準じる。
その場合の役割の分担は以下の通りとする。
	役割
	担当

	安否確認
	生徒の安否確認
	ＨＲ担任で実施
（不在の場合は副担任）

	
	参集できていない教職員の安否確認
	学年所属のない教職員

	被害状況確認
	校内の被害状況確認
	●●部・●●部

	
	学校周辺の安全確認
	●●部・●●部

	情報収集
	国、自治体からの情報収集
	●●部・●●部

	
	地震に関する情報集約
	●●部・●●部

	外部対応
	住民、報道機関等からの問合せ
	教頭

	避難所支援
	指定避難所開設の支援
住民への対応
	●●部職員

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




⑵　震度５弱以上の地震
	
	生徒の対応
	学校の対応

	登校前～登下校中
	・自宅待機を原則とする。
・登下校中の場合は、直ちに近くの広い場所に避難し、揺れが収まってから自宅等又は学校、指定避難所等に移動し、待機する。
・公共交通機関を使用している場合は、係員の指示に従う。

※授業開始が決定された場合でも、自宅が被災した、公共の交通機関の不通、通学路に危険がある場合は、自宅または親類、知人宅、指定避難所等の安全が確保できる場所に避難し、登校には及ばない。
	①校内の安全確認
→施設の破損の有無、授業へ支障の有無
学校安全担当者→教頭・校長
②教育活動実施の判断　教頭・校長
校内施設の損壊、公共交通機関の運行状況、道路の状況等を踏まえ、判断を行う。
③学校対応の連絡　●●部
授業開始時刻の変更、臨時休業等を緊急連絡メールにて生徒・保護者に連絡
④生徒の安否確認
担任→学年主任→教務主任→教頭・校長
・登校していない生徒の所在を確認
・生徒からの被害状況の聴き取り

	在校時
	・各授業場所にて避難行動をとった後、揺れが収まったことを確認し、以下のいずれかの避難場所へ移動
　①　グラウンド　②　体育館　③武道場
　※①～③の施設が使用不能の場合は●●へ避難
・●●の場合は、屋外への退避に危険が伴うため教室にて待機を行う。
	①生徒の安否確認
負傷者の有無、不在生徒の有無等
担任→学年主任→教務主任→教頭・校長
②校内の安全確認を実施
各職員→学校安全担当者→教頭・校長
③二次災害が発生する恐れのある場合
避難場所への移動を指示　教頭・校長
火災発生：●●への避難
→p.●に記載の●●を参照
土砂災害：●●への避難
→p.●に記載の●●を参照
校舎倒壊:●●への避難
④生徒の避難完了確認
担任→学年主任→教務主任→教頭・校長

	下校
	・学校待機を原則とする。
・保護者と連絡が取れない、日没までに帰宅することが困難な生徒は、学校待機を継続
・帰宅が困難となった生徒の待機場所についてては、p.●に記載の通りとする。
・帰宅確認メールへの回答
	・保護者引渡しのメールを送信　●●部
公共交通機関の運行状況、道路状況、以後の余震の可能性等を鑑み、安全が確保できる場合は下校をさせる。
・帰宅困難生徒の保護者への連絡　各担任
・帰宅確認を実施


・震度４以下であっても、登校、授業の継続に危険が生じると判断される場合は、臨時休業や授業打ち切り、保護者引渡し等を実施する。
・夜間、休日の地震発生時には、p.●に記載の非常参集体制に基づき、校内の被害状況の把握、生徒の安否確認、翌日の対応等について協議を行う。


⑶　南海トラフ地震臨時情報発表時の対応
①南海トラフ地震臨時情報とは
[bookmark: _Hlk222236567]南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき指定された「南海トラフ地震防災対策推進地域」（高山市、飛騨市、白川村を除く県内全市町村）では、情報発表に伴い、国や自治体から、住民や企業などに対して、情報の内容やとるべき行動等が呼び掛けられる。
＜参考＞南海トラフ地震臨時情報発表時に取るべき行動（内閣府等資料より）
	地震発生
	南海トラフの想定震源域で異常な現象を観測

	５～30分後
	南海トラフ臨時情報（調査中）

	最短２時間後
	南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震警戒）
	南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震注意）
	南海トラフ地震臨時情報
（調査終了）

	（最短）
２時間程度
	巨大地震警戒対応
・日頃からの地震への備えを再確認する。
・地震発生後の避難では間に合わない可能性がある要配慮者は避難、それ以外の者は、避難の準備を整え、個々の状況などに応じて自主的に避難する。
・地震発生後の避難で明らかに避難完了ができない住民は避難する。
	巨大地震注意対応
・日頃からの地震への備えを再確認する等（必要に応じて避難を自主的に実施）
	・大規模地震の可能性がなくなったわけではないことに留意しつつ、地震の発生に注意しながら通常の生活を行う。

	１週間
	巨大地震注意対応
・日頃からの地震への備えを再確認する等（必要に応じて避難を自主的に実施）
	・大規模地震の可能性がなくなったわけではないことに留意しつつ、地震の発生に注意しながら通常の生活を行う。
	

	２週間
	・大規模地震の可能性がなくなったわけではないことに留意しつつ、地震の発生に注意しながら通常の生活を行う。
	
	


②　南海トラフ臨時情報発表時の学校の対応（県立高等学校　非常変災時における対応方針より）
　　ア　南海トラフ臨時情報（巨大地震警戒） ※学校の状況によりいずれかを選択し明記
南海トラフ地震防災対策推進地域内の土砂災害特別警戒区域に該当する学校
・休業を原則とする。休業及び休業期間は、教育長が決定する。
・休業期間経過後は、日頃からの地震への備えを再確認するとともに、後発地震に注意した行動をとることを生徒に周知したうえで、通常どおり授業を行うことを原則とする。

南海トラフ地震防災対策推進地域内の土砂災害特別警戒区域に該当しない学校
・日頃からの地震への備えを再確認するとともに、後発地震に注意した行動をとることを生徒に周知したうえで、通常どおり授業を行うことを原則とする。
ただし、県災害対策本部と協議を行い、必要と認めた場合は、教育長が全域又は地域を指定して、休業及び休業期間を決定する。
・次に掲げる生徒については、安全を確保できる場所に待機することを原則とする。待機又は待機場所からの登校については、校長が決定する。
[bookmark: _Hlk212471052]ａ　南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、土砂災害特別警戒区域に居住する生徒
ｂ　海抜ゼロメートル地帯において、後発地震発生に伴う堤防沈下によって、河川水の越流により30cm以　上の浸水が30分以内に生じることが想定される地域に居住する避難行動要支援者に当たる生徒
ｃ　南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、耐震性の不足する住宅に居住する生徒









　　イ　南海トラフ臨時情報（巨大地震注意）
日頃からの地震への備えを再確認するとともに、後発地震に注意した行動をとることを生徒に周知したうえで、通常どおり授業を行うことを原則とする。
ウ　通常通り授業を行う場合でも、以下に該当する生徒は安全を確保できる場所での待機を原則とする。
該当する生徒の名簿は別途作成する。
・南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、土砂災害特別警戒区域に居住する生徒
・海抜ゼロメートル地帯において、後発地震発生に伴う堤防沈下によって、河川水の越流により30cm以上の浸水が30分以内に生じることが想定される地域に居住する避難行動要支援者に当たる生徒
・南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、耐震性の不足する住宅に居住する生徒

上記の対応が決定した場合は、次の各点に留意すること。
・登校前に決定した場合は、校長は生徒・保護者にその旨を示す。
・登校途中に決定した場合は、校長は生徒・保護者にその旨を示すとともに、生徒を直ちに安全を確保できる場所に行かせることを原則とする。その際、到着確認を確実に行う。
・登校後に決定した場合は、校長は生徒・保護者にその旨を示すとともに、公共交通機関の運行、学校周辺、通学経路上等の安全及び生徒の居住地域等の安全を確認し、生徒を下校させる。その際、到着確認を確実に行う。
・下校途中に決定した場合は、登校途中に決定した場合に準じる。

⑷　生徒、保護者への連絡
①　授業日の安否確認
ア　授業時
ＨＲ担任又は授業担当者
安否確認名簿にて欠席、遅刻者、早退者を確認→名簿に記入→集約した情報を学年主任に報告
学年主任
各クラスからの情報を集約→在籍生徒数との照合→教頭へ報告
　　　イ　放課後・校外活動時
　　　　　　部顧問・委員会担当者等
　　　　　　部員名簿等基に生徒の安否を確認→欠席生徒、不在生徒の所在を確認名簿に記入→教頭に報告
　　　　　　教頭
　　　　　　各活動の実施状況、活動場所の把握→部顧問等からの報告を集約→校長に報告
　　　ウ　メールでの安否確認
●●担当職員
・緊急連絡メール（すぐーる）を用いた安否確認（帰宅確認を含む）
＜参考＞緊急連絡メールでの帰宅確認の例
	　●月●日　●時●●分に授業を打ち切り、下校としました。
自宅、親類宅、避難所等に到着をしたら、本アンケートに回答をしてください。

[1]　自宅に到着
[2]　親類宅に到着
[3]　避難所に到着
[4]　帰宅途中

明日以降の学校の予定については、改めて連絡をします。


・すぐーるによる情報の収集が困難な場合は、災害伝言版を利用して安否確認を実施する。
・場合によっては電話での情報収集を実施する。
②　夜間・休業日等の安否確認
　　担当：●●・●●・●●
・緊急連絡メール（すぐーる）により安否を確認
・すぐーるによる情報の収集が困難な場合は、災害伝言版を利用して安否確認を実施する。
・場合によっては電話での情報収集を実施する。
＜参考＞　緊急連絡メールでの安否確認の例
	　●月●日　●時●●分頃、●●市で震度●の地震が発生しました。
　安全を確保し、落ちついて、避難をしてください。
　安全な場所への移動が完了したら、現在の状況を知らせください。

[1]　負傷・被災ともになし
[2]　本人ケガあり・家屋被災なし
[3]　本人ケガなし・家屋被災あり
[4]　その他

明日以降の学校の予定については、改めて連絡をします。


　　　　　・緊急連絡メール（すぐーる）による連絡を原則とする。
　　　　　・緊急連絡メールが使用不能の場合は以下のいずれかの方法により情報提供を行う。
　　　　　　災害伝言ダイヤル：●●●●
災害用掲示板：●●●●
貼り紙・掲示物：●●、●●、●●に掲示
⑸　地震発生時の避難経路(二次避難、三次避難の経路）
	※校内での避難経路及び近隣避難所などへの避難経路を示す。
　地震発生時に通行を禁止する場所を明示する。





帰宅困難生徒への対応
⑴　帰宅困難生徒
　　非常変災時において、保護者への引渡しが困難となった生徒、日没までの帰宅が困難となった生徒、帰宅経路に危険が生じる恐れがあり、安全な帰宅が困難と判断された生徒については、安全が確保できるまで学校に留めることとする。
⑵　待機場所
　　　帰宅困難生徒の待機場所は以下の通りとする。
　　　対応する教員については、災害発生時の被災状況、学校待機となる生徒数等を踏まえ、校長が決定する。
	人数
	待機場所
	対応教員数
	備考

	●●名未満の場合
	（男子生徒）●●室
（女子生徒）●●室
	●●名
	

	●●～●●名
	上記に加え
（男子生徒）●●教室
（女子生徒）●●教室
	●●名
	

	●●名以上
	上記に加え
（男子生徒）●●教室・●●教室
（女子生徒）●●教室・●●教室
	●●名
	


　　　●●棟の教室の使用を原則とする。最大の想定滞在日数は●日。
学校待機が長期化する場合は、避難所である●●●●への移動を検討する。
⑶　教職員の業務
	職員
	業務

	校長
（副校長）
教頭
	①　対応職員の指名
・対応職員の指名に関しては、当該職員の被災状況、自宅までの距離等を考慮して決定
②　待機場所設営の指示
・校内及び学校周辺の安全確認実施の指示
・帰宅困難生徒の待機場所の指定
・待機場所の環境整備、備蓄品の供用の指示
③　保護者への連絡指示
・緊急連絡メールを用いた保護者への連絡
④　教育委員会への報告
・学校待機生徒の人数、対応職員について学校安全課に報告

	ＨＲ担任・学年主任
	①　帰宅困難生徒の名簿を作成する。
名簿には、以下の内容を記載する。
生徒氏名、保護者名、保護者連絡先、生徒住所、生徒の健康状態
②　学校待機となる生徒保護者への連絡
・学校待機となる生徒の保護者への以下の点について連絡
待機場所、生徒の健康状態、備蓄食料による食事の確保
・（必要に応じ）配慮すべき事項（アレルギー、持病等）の聴き取り
・保護者から引渡しが可能となった旨の連絡があれば都度対応

	●●部
	①　校内及び学校周辺の安全確認
　　　　　・校内の破損個所、危険箇所の確認
　　　　　・学校周辺の危険箇所の確認
　　　　　・待機場所にて二次災害の発生の恐れがある場合は、待機場所の変更を指示
②　待機職員、管理職への情報共有
　　・点検結果の申し送り

	●●部
	①　生徒待機場所の環境整備
床面へのシート敷設、停電時の照明準備、生理用品などの用意
冬季：暖房器具等の準備　　夏季：扇風機等の準備
②　環境整備が完了次第待機場所への誘導




⑷　対応教員の業務
　　　校長（副校長）より対応教員に指名された者は以下の業務を行う。
　　　業務に当たる時間帯については、別途管理職が指示をする。
①　待機場所での生徒の点呼
・名簿と照合し、所在の確認
・生徒用備蓄品（●●、●●）の配付
②　生徒の健康状態などの把握
・身体的な健康状態のみでなく、心理的な負担等についても観察
・生徒の状態に変化が生じた場合は、速やかに１１９番、保護者への連絡
③　気象情報、交通機関の運行状況の確認
・必要に応じて待機場所の変更、校外への避難を指示
・待機場所、校外への避難を指示した場合は、管理職及び生徒保護者への連絡
連絡は、緊急連絡メール（すぐーる）を用いる。メールが使用不可能な場合は、校門等に掲示
④　郊外の避難所までの経路の確認
・安全な経路があるか、二次災害発生時の移動の可否の確認
⑤　引渡しを行った生徒の確認
⑥　次の対応教員に交代する際に、以下の点について引き継ぎを実施
・待機をしている生徒数及び生徒の健康状態
・引渡し予定のある生徒氏名
・施設及び設備の故障、不調、不備等
・県又は市町村からの連絡事項
・その他生徒の安全に係る事項
⑸　指定避難所との区分
　　　　本校は●●市の指定避難所となっているため、●●市から避難所開設の指示があった場合は、●●は住民の避難場所として利用される。
　　　　生徒の待機場所と住民の避難場所が混在しないことを原則とする。

●●高等学校　非常変災時の対応について（保護者・生徒向け文書の例）

１　本校の非常変災時の対応
非常変災時の対応を以下の通りとします。
	①　レベル３以上の警報が発表された場合は、自宅待機、臨時休業、保護者引渡し等の対応を行います。
②　本校は、▲▲川●流の洪水浸水想定区域（想定最大規模・Ｌ２）に該当しています。
▲▲川●流に氾濫警報が発表された場合、全ての生徒は、登校前であれば、自宅や安全を確保できる場所での待機、在校中は学校待機となります。
③　氾濫警報以外については、学校が所在する市町村や居住している市町村での警報発表に応じて、自宅待機等の対応をとることとなります。


２　気象警報への対応
⑴　登校前に警報発表
①　午前●時以前に警報発表
以下に従い、自宅又は指定緊急避難所等の安全を確保できる場所で待機※1
	気象警報
	発表河川・市町村
	対象児童生徒

	レベル３
氾濫警報以上
	▲▲川●流
	全ての児童生徒

	
	▲▲川●流以外の
洪水予報河川
	警報が発表されている洪水予報河川の洪水浸水想定区域（想定最大規模・Ｌ２）に居住する児童生徒

	氾濫警報以外のレベル３以上の
警報
	●●市
	全ての児童生徒

	
	●●市以外の市町村
	警報が発表されている市町村に居住する児童生徒


※1居住地に警報が発表されていなくても、登校に危険が生じる可能性がある時は、安全な場所で待機をしてください。
②　午前●時までに警報解除
→●時間後を目安に授業を開始。詳細は「すぐーる」等で連絡をします。※1
※1警報が継続している地域や交通機関の不通や登校に危険が伴う場合を除く。
③　午前●時以降に警報解除
→臨時休業
⑵　午前●時以降（登下校中）に警報発表
学校又は自宅、避難所等いずれか近い場所に避難
学校到着後に警報発表の場合は警報解除まで学校待機
⑶　在校中に警報発表
学校待機の後、保護者引渡し※2
自宅への到着確認を「すぐーる」等で実施
※２状況により、授業を中止して下校を行うこともあります。
３　地震発生時の対応
　⑴　震度５弱以上の地震発生時※3
①　登校前に発生
  →自宅待機
②　登下校中に発生
→広い場所に避難し、揺れが収まってから自宅や学校、指定緊急避難場所等に移動
授業の開始等については、学校よりメール等で連絡をします。
自宅が被災した、交通機関の不通、通学路が危険である場合は、登校には及びません。
③　在校中に発生
→学校待機の後、保護者への引渡し
引渡しについては、メール等で連絡をします。また、自宅への到着確認を実施します。
保護者と連絡が取れない、日没までの帰宅が困難な生徒は、学校待機を継続します。
※3震度４以下であっても、状況によっては、臨時休業や授業打ち切り、保護者引渡し等を実施することがあります。



⑵　南海トラフ地震臨時情報発表時
※南海トラフ地震防災対策推進地域（高山市、飛騨市、白川村以外の市町村）が対象です。推進地域外の学校も必要に応じ記載をしてください。
	
	土砂災害特別警戒区域に該当する学校の場合
	土砂災害特別警戒区域に該当しない学校の場合

	南海トラフ地震
臨時情報
（巨大地震警戒）
	・休業を原則とします。
休業及び休業期間は、教育長が決定します。
・休業期間経過後は、日頃からの地震への備えを再確認するとともに、後発地震に注意した行動をとり、通常どおり授業を行うことを原則とします。
	・日頃からの地震への備えを再確認するとともに、後発地震に注意した行動をとり、通常どおり授業を行うことを原則とします。
ただし、必要と認めた場合は、休業及び休業期間を決定します。

	
	次のａ～ｃに該当する生徒は、安全を確保できる場所に待機することを原則とします。
待機又は待機場所からの登校については、校長が決定します。
ａ　南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、土砂災害特別警戒区域に居住する児童生徒
ｂ　海抜ゼロメートル地帯において、後発地震発生に伴う堤防沈下によって、河川水の越流により30cm以上の浸水が30分以内に生じることが想定される地域に居住する、避難行動要支援者に当たる児童生徒
ｃ　南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、耐震性の不足する住宅に居住する児童生徒

	南海トラフ地震
臨時情報
（巨大地震注意）
	・日頃からの地震への備えを再確認し、後発地震に注意した行動をとり、通常の授業を行うことを原則とします。


⑶　土砂災害（特別）警戒区域について
　　　  南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時は、南海トラフ地震防災対策推進地域内の土砂災害特別警戒区域では、避難指示が出されることがあります。また、大きな地震の発生後は地盤が緩んでいることが想定されるため、気象警報の基準を引き下げて運用することがあります。
また、土砂災害警報が発表された際には、土砂災害（特別）警戒区域では事前の避難などが求められることがあります。自宅が土砂災害（特別）警戒区域に該当をしているかについても必ず確認をしてください。

４　氾濫警報の洪水予報河川と洪水浸水想定区域（想定最大規模・Ｌ２）を含む市町村
新たな気象警報の運用に伴い、大雨・土砂災害・大雪・暴風・暴風雪は、従来通り、市町村単位での発表となりますが、河川氾濫については、河川（洪水予報河川）ごとの発表となります。
学校や自宅が洪水予報河川の洪水浸水想定区域（想定最大規模・Ｌ２）に含まれる場合は、自宅での待機または指定緊急避難所等の安全を確保できるところへの避難となります。
洪水予報河川の洪水浸水想定区域（想定最大規模・Ｌ２）については、「洪水予報河川の洪水浸水想定区域に含まれる地域の確認について」を参考にして、各ご家庭にて、必ず確認を行ってください。
また、現在、洪水予報河川となっていない河川についても、今後、洪水予報河川への移行が促進されます。各市町村のハザードマップ、気象庁のホームページなどで適宜最新の情報をご確認ください。

参考　気象警報について
令和８年度出水期（５月下旬）から、一部の自然災害に関する警報について、以下の通り、新たに危険警報が新設され、５段階の警戒レベルにあわせて発表されます。
警戒レベルに応じた行動を踏まえ、近隣の避難所への移動や連絡方法等、非常変災時の命を守るための行動について、確認をしていただきますようお願いします。
	災害名
レベル

	河川氾濫

	大雨
	土砂災害

	高潮
	（警戒レベルごとの）
住民がとるべき行動

	警戒レベル５
相当
	レベル５
氾濫特別警報
	レベル５
大雨特別警報
	レベル５
土砂災害特別警報
	レベル５
高潮特別警報
	命の危険　直ちに安全確保！

	＜警戒レベル４までに危険な場所から かならず避難！＞

	警戒レベル４
相当
	レベル４
氾濫危険警報
	レベル４
大雨危険警報
	レベル４
土砂災害危険警報
	レベル４
高潮危険警報
	危険な場所から全員避難

	警戒レベル３
相当
	レベル３
氾濫警報
	レベル３
大雨警報
	レベル３
土砂災害警報
	レベル３
高潮警報
	避難に時間を要する人は早めに避難、避難の準備など

	警戒レベル２
	レベル２
氾濫注意報
	レベル２
大雨注意報
	レベル２
土砂災害注意報
	レベル２
高潮注意報
	避難行動を確認（避難場所や避難ルート、避難のタイミングなど）

	警戒レベル１
	早期注意情報
	災害への心構えを高める


　　「防災気象情報の改善について」（令和7年12月　水管理・国土保全局・気象庁）

洪水予報河川の洪水浸水想定区域に含まれる地域の確認について
　
①　表１の「氾濫により浸水が想定される地区」に居住地の市町村が含まれているかを確認してください。
②　以下を参考に、居住する市町村のハザードマップで洪水浸水想定区域を確認する。
※計画規模（Ｌ１）、想定最大規模（Ｌ２）で区分されている場合は、想定最大規模（Ｌ２）のハザードマップにて確認してください。
③　浸水被害が発生した際の避難先についてもハザードマップで確認をしてください。
④　土砂災害（特別）警戒区域についても同様に各自治体のハザードマップにて確認をしてください。
【表１】　岐阜県内の氾濫警報の対象となる河川（洪水予報河川）（令和８年３月時点）Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ
Ｌ
Ｍ
Ｎ
Ｏ
Ａ
Ｇ
Ｇ
Ａ
ｃ
Ｄ
Ｈ
Ｆ
Ｅ
（木曽川上流河川事務所資料・中部地方整備局資料等より作成）
【木曽川・長良川・揖斐川における上・中・下流のおよその区間】


	対象河川
	およその範囲
	氾濫により浸水が想定される地区

	木曽川中流
	今渡ダム直下（Ａ）～上下流管理境界（Ｇ）
	岐阜市・羽島市・各務原市・岐南町・笠松町・美濃加茂市・可児市・坂祝町

	木曽川下流
	上下流管理境界（Ｇ）～河口
	海津市

	長良川上流
	美濃市曽代（Ｂ）～岐阜市日野・長良（Ｃ）
	岐阜市・美濃市・関市

	
	
	

	長良川中流
	岐阜市日野・長良（Ｃ）～上下流管理境界（Ｇ）
	岐阜市・羽島市・各務原市・瑞穂市・本巣市・岐南町・笠松町・北方町
大垣市・海津市・輪之内町・安八町

	長良川下流
	上下流管理境界（Ｇ）～揖斐川合流点（Ｉ）
	羽島市・海津市

	揖斐川中流
	川口橋（Ｅ）～上下流管理境界（Ｈ）
	瑞穂市・大垣市・海津市・養老町・神戸町・輪之内町・安八町・揖斐川町・大野町・池田町

	揖斐川下流
	上下流管理境界（Ｈ）～河口
	海津市

	根尾川
	本巣市山口（Ｄ）～揖斐川合流点（Ｆ）
	瑞穂市・大垣市・神戸町・安八町・大野町

	飛騨川
	下呂市萩原町宮田（Ｌ）～下呂市小川（Ｍ）
	下呂市

	庄内川(土岐川）
	土岐市（Ｊ）～多治見市（Ｋ）
	多治見市・土岐市

	宮川
	高山市国府町村山・三川（Ｎ）～飛驒市古川町谷（Ｏ）
	高山市・飛騨市




	【表２】　洪水予報河川の氾濫により浸水が想定される地区のハザードマップ

	
	上段：河川名／下段：ＵＲＬ
	二次元コード
	
	段：河川名／下段：ＵＲＬ
	二次元コード

	岐阜市
	木曽川中流・長良川上流・長良川中流
	[image: QR コード

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]
	羽島市
	木曽川中流・長良川中流・長良川下流
	[image: QR コード

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]

	
	https://www.city.gifu.lg.jp/kurashi/bous ai/1001359/1001360.html
	
	
	https://www.city.hashima.lg.jp/2488.html
	

	各務原市
	木曽川中流・長良川中流
	[image: QR コード

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]
	瑞穂市

	長良川中流・根尾川
	[image: QR コード

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]

	
	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/bousai/1001202/1022814/1001201.html
	
	
	https://www.city.mizuho.lg.jp/1330.htm
※洪水ハザードマップ市域地図を参照
	

	本巣市

	長良川中流
	[image: ]
	北方町
	長良川中流
	[image: ]

	
	https://www.city.motosu.lg.jp/0000000979.html
	
	
	https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/somukikikanri/1/shobousai/2/1/137.html
	

	岐南町
	木曽川中流・長良川中流
	[image: ]
	笠松町
	木曽川中流・長良川中流
	[image: QR コード

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]

	
	https://www.town.ginan.lg.jp/1552.htm
	
	
	https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2012121900334/
	

	大垣市
	長良川中流・揖斐川中流・根尾川
	[image: ]
	海津市
	長良川中流・長良川下流・揖斐川中流・揖斐川下流
	[image: QR コード

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]

	
	https://www.ogakibousai.jp/menuknowledge/hazardmap/flood.html
	
	
	https://www.city.kaizu.lg.jp/kurashi/0000000147.html
	

	養老町
	揖斐川中流
	[image: ]
	神戸町
	揖斐川中流・根尾川
	[image: ]

	
	https://www.town.yoro.gifu.jp/docs/2016020900105/
	
	
	https://www.town.godo.gifu.jp/safety/safety14.html
	

	輪之内町
	長良川中流・揖斐川中流
	[image: ]
	安八町
	長良川中流・揖斐川中流・根尾川
	[image: ]

	
	https://town.wanouchi.gifu.jp/portal/life-process/disaster-prevention-life-process/%E3%83%8F%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97/post0025296/
	
	
	https://www.town.anpachi.lg.jp/category/4-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html
	

	揖斐川町
	揖斐川中流
	[image: ]
	大野町
	揖斐川中流・根尾川
	[image: ]

	
	https://www.town.ibigawa.lg.jp/0000000433.html
	
	
	https://www.town-ono.jp/0000001756.html
	

	池田町
	揖斐川中流
	[image: ]
	

	
	https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/0000000344.html
	
	

	美濃市
	長良川上流
	[image: ]
	関市
	長良川上流
	[image: ]

	
	https://www.city.mino.gifu.jp/docs/482.html
	
	
	https://www.city.seki.lg.jp/bousai/0000014177.html
	

	美濃加茂市
	木曽川中流
	[image: ]
	可児市
	木曽川中流
	[image: ]

	
	https://www.cloud-gis.jp/minokamomap/terms_bousai.html
	
	
	https://www.city.kani.lg.jp/17101.htm
	

	坂祝町
	木曽川中流
	[image: QR コード

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]
	

	
	https://www.town.sakahogi.gifu.jp/life/category10/cate10_10.html
	
	

	多治見市
	庄内川（土岐川）
	[image: QR コード

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]
	土岐市
	庄内川（土岐川）
	[image: QR コード

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]

	
	https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/bosai/bosai/map.html
	
	
	https://www.city.toki.lg.jp/kurashi/bosai/1004755/1003635.html
	

	高山市
	宮川
	[image: ]
	飛騨市
	宮川
	[image: QR コード

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]

	
	https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000013/1000080/1000254/1020059/index.html
	
	
	https://www.city.hida.gifu.jp/site/bousai/list155-380.html
	

	下呂市
	飛騨川
	[image: QR コード

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]
	

	
	https://www.city.gero.lg.jp/soshiki/6/405.html
	
	

	岐阜県
	洪水浸水想定区域図・水害危険情報図一覧
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/20630.html
	[image: QR コード

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]
	岐阜県
	ぎふ山と川の危険箇所マップ
https://kikenmap.gifugis.jp/
	[image: QR コード

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]


※その他の河川及び上記に記載のない市町村の洪水浸水想定区域については、各市町村のＨＰ等を参照のこと。



災害時備蓄品
　【生徒用備蓄品（私費会計分）】
	品目
	個数
	保管場所
	更新期限
	備考

	非常用飲料水
	●●人分×●日分
	●●●●
	令和●年●月●日
	一人当たり●本/日

	非常用食料
	●●人分×●日分
	●●●●
	令和●年●月●日
	一人当たり●個/日

	保温シート
	●●人分
	●●●●
	令和●年●月●日
	


　【対応職員・生徒用備蓄品（県費整備分）】
	品目
	個数
	保管場所
	更新期限
	備考

	非常食セット
	●箱（●個/箱）
	●●●●
	令和●年●月●日
	●食分（一人当たり●日分）

	非常用飲料水
	●箱（●本/箱）
	●●●●
	令和●年●月●日
	●リットル×●本（一人当たり●日分）

	非常用携帯トイレ
	●箱（●個/箱）
	●●●●
	令和●年●月●日
	●人分（●人を想定）　生徒使用分を含む

	生理用品
	●箱（●個/箱）
	●●●●
	令和●年●月●日
	●回分（●人を想定）　生徒使用分を含む


　【災害時使用機器・物品】
	品目
	個数
	保管場所
	備考

	発電機
	●台
	●●●●
	

	ハンドマイク
	●本
	●●●●
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



備蓄品・器材等の使用方法（例）
※各校の実態に応じ、全ての職員が使用する非常変災時の備蓄品の使用方法について記載をする。
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（マニュアルへの記載例）南海トラフ地震臨時情報発表時の対応

南海トラフ地震臨時情報

災害対策本部の設置

【参集メンバー】

◎学校長、教頭、事務部長、事務担当、教

務主任、生活支援部長、防災安全部長、防

災推進担当

【情報収集】

＜総括、教育委員会、近隣学校等との連絡＞

→

担当：教頭、事務部長

＜

TV

、ラジオ、

Web

からの情報収集＞

→

担当：教務主任

＜気象台、市町村防災部局からの情報収集＞

→

担当：防災安全部長、防災推進担当

＜交通機関、道路情報＞

→

担当：生活支援部長

M7.0

以上の地震

ゆっくりすべり

M8.0

以上の地震

巨大地震注意 巨大地震警戒

登校

※後発地震に注意した行

動を生徒に周知

休業

※休業及び休業期間は、教育長

が決定

登校前

通常授業

※学校内でのみ

下校

※安全を確認後、自宅又は安全

を確保できる場所に向けて下校

在校時

登校（下校）

※後発地震に注意した行

動を生徒に周知

安全を確保できる場所に待機

※自宅や緊急指定避難場所等に

避難（安否確認）

登校

（下校）

途中

緊急地震速報

【受信体制】

〇受信装置（

FM

回線自動放送）

〇

NHK

等の公共放送にて受信

（事務室

）

【緊急地震速報（受信時～地震発生時）の対応】

・直ちに身の安全確保（低い姿勢、頭、首の保護）

・シェイクアウトを徹底する

※落ちてこない、倒れてこない、移動してこない場

所で身を守る

・出入口の確保を行う

・大きな揺れ及びガラス飛散には十分に注意する

【大きな揺れがおさまり次第直ちに避難】

・落下物、飛散物、転倒物等に注意し、避難・避難誘導する

・できる限り、安全な避難経路を通り、避難場所へ避難・避難誘導する

・可能な限りヘルメットを着用し、慌てず避難・避難誘導する

・「おはしもち」の約束に従って、避難・避難場所へ誘導する

・大きな揺れ及びガラス飛散には十分に注意する

＜放送での指示が可能な場合＞

放送：「生徒・職員は、安全に留意し●●へ避難してください」

土砂災害特別警戒区域に

立地している学校の場合

高等学校版

【保護者への連絡】

・すぐーるによる配

信

【状況把握】

・災害情報、交通情報

等の収集、整理

・生徒の安全、所在確

認

【下校】

・自宅又は安全を確保で

きる場所に向けて下校

・到着確認を確実に行う

【避難先の確認】

・生徒の、安全を

確保できる場所

の確認（自宅等）

【通常授業を行う場合の留意

点】

①安全を確保できる場所に

待機を原則とする生徒

・土砂災害特別警戒区域に

居住

・河川水の越流地域に居住

する避難行動要支援者

・耐震性の不足する住宅に

居住

②避難所等、待機場所から

の登校の可否については校

長が判断する
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（マニュアルへの記載例）南海トラフ地震臨時情報発表時の対応

南海トラフ地震臨時情報

		災害対策本部の設置

		【参集メンバー】
◎学校長、教頭、事務部長、事務担当、教務主任、生活支援部長、防災安全部長、防災推進担当



【情報収集】

＜総括、教育委員会、近隣学校等との連絡＞

→担当：教頭、事務部長

＜TV、ラジオ、Webからの情報収集＞

→担当：教務主任

＜気象台、市町村防災部局からの情報収集＞

→担当：防災安全部長、防災推進担当

＜交通機関、道路情報＞

→担当：生活支援部長

				M8.0以上の地震		M7.0以上の地震
ゆっくりすべり

				巨大地震警戒		巨大地震注意

		登校前		休業
※休業及び休業期間は、教育長が決定		登校
※後発地震に注意した行動を生徒に周知

		在校時		下校
※安全を確認後、自宅又は安全を確保できる場所に向けて下校		通常授業
※学校内でのみ

		登校（下校）
途中		安全を確保できる場所に待機
※自宅や緊急指定避難場所等に避難（安否確認）		登校（下校）
※後発地震に注意した行動を生徒に周知







緊急地震速報

【受信体制】

〇受信装置（FM回線自動放送）

〇NHK等の公共放送にて受信（事務室）

【緊急地震速報（受信時～地震発生時）の対応】

・直ちに身の安全確保（低い姿勢、頭、首の保護）

・シェイクアウトを徹底する

※落ちてこない、倒れてこない、移動してこない場

　所で身を守る

・出入口の確保を行う

・大きな揺れ及びガラス飛散には十分に注意する

【大きな揺れがおさまり次第直ちに避難】

・落下物、飛散物、転倒物等に注意し、避難・避難誘導する

・できる限り、安全な避難経路を通り、避難場所へ避難・避難誘導する

・可能な限りヘルメットを着用し、慌てず避難・避難誘導する

・「おはしもち」の約束に従って、避難・避難場所へ誘導する

・大きな揺れ及びガラス飛散には十分に注意する

＜放送での指示が可能な場合＞

放送：「生徒・職員は、安全に留意し●●へ避難してください」















土砂災害特別警戒区域に

立地している学校の場合

高等学校版

【保護者への連絡】

・すぐーるによる配信

【状況把握】

・災害情報、交通情報等の収集、整理

・生徒の安全、所在確認

【下校】

・自宅又は安全を確保できる場所に向けて下校

・到着確認を確実に行う





【避難先の確認】

・生徒の、安全を確保できる場所の確認（自宅等）







【通常授業を行う場合の留意点】

①安全を確保できる場所に待機を原則とする生徒

・土砂災害特別警戒区域に居住

・河川水の越流地域に居住する避難行動要支援者

・耐震性の不足する住宅に居住

②避難所等、待機場所からの登校の可否については校長が判断する
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南海トラフ地震臨時情報
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【参集メンバー】

◎学校長、教頭、事務部長、事務担当、教

務主任、生活支援部長、防災安全部長、防

災推進担当

【情報収集】

＜総括、教育委員会、近隣学校等との連絡＞

→

担当：教頭、事務部長

＜

TV

、ラジオ、

Web

からの情報収集＞

→

担当：教務主任

＜気象台、市町村防災部局からの情報収集＞

→

担当：防災安全部長、防災推進担当

＜交通機関、道路情報＞

→

担当：生活支援部長

M7.0

以上の地震
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登校

※後発地震に注意した行

動を児童生徒に周知
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※後発地震に注意した行動を児

童生徒に周知

登校前

通常授業

※学校内でのみ

通常授業

※学校内でのみ

在校時

登校（下校）

※後発地震に注意した行

動を生徒に周知

登校（下校）

※後発地震に注意した行動を生

徒に周知

登校

（下校）

途中

緊急地震速報

【受信体制】

〇受信装置（

FM

回線自動放送）

〇

NHK

等の公共放送にて受信

（事務室

）

【緊急地震速報（受信時～地震発生時）の対応】

・直ちに身の安全確保（低い姿勢、頭、首の保護）

・シェイクアウトを徹底する

※落ちてこない、倒れてこない、移動してこない場

所で身を守る

・出入口の確保を行う

・大きな揺れ及びガラス飛散には十分に注意する

【大きな揺れがおさまり次第直ちに避難】

・落下物、飛散物、転倒物等に注意し、避難・避難誘導する

・できる限り、安全な避難経路を通り、避難場所へ避難・避難誘導する

・可能な限りヘルメットを着用し、慌てず避難・避難誘導する

・「おはしもち」の約束に従って、避難・避難場所へ誘導する

・大きな揺れ及びガラス飛散には十分に注意する

＜放送での指示が可能な場合＞

放送：「生徒・職員は、安全に留意し●●へ避難してください」

土砂災害特別警戒区域に

立地していない学校の場合

高等学校版

状況に応じて、教育長が休業を決定する場合がある。その際は安全を確認した上で、自宅又は安全を確保

できる場所に向けて下校する。自宅等の安全が確認できない場合は、学校待機とする

【通常授業を行う場合の留意

点】

①安全を確保できる場所に

待機を原則とする児童生徒

・土砂災害特別警戒区域に

居住

・河川水の越流地域に居住

する避難行動要支援者

・耐震性の不足する住宅に

居住

②避難所等、待機場所から

の登校の可否については校

長が判断する
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（マニュアルへの記載例）南海トラフ地震臨時情報発表時の対応

南海トラフ地震臨時情報

		災害対策本部の設置

		【参集メンバー】
◎学校長、教頭、事務部長、事務担当、教務主任、生活支援部長、防災安全部長、防災推進担当



【情報収集】

＜総括、教育委員会、近隣学校等との連絡＞

→担当：教頭、事務部長

＜TV、ラジオ、Webからの情報収集＞

→担当：教務主任

＜気象台、市町村防災部局からの情報収集＞

→担当：防災安全部長、防災推進担当

＜交通機関、道路情報＞

→担当：生活支援部長

				M8.0以上の地震		M7.0以上の地震
ゆっくりすべり

				巨大地震警戒		巨大地震注意

		登校前		登校
※後発地震に注意した行動を児童生徒に周知		登校
※後発地震に注意した行動を児童生徒に周知

		在校時		通常授業
※学校内でのみ		通常授業
※学校内でのみ

		登校
（下校）
途中		登校（下校）
※後発地震に注意した行動を生徒に周知		登校（下校）
※後発地震に注意した行動を生徒に周知





緊急地震速報

【受信体制】

〇受信装置（FM回線自動放送）

〇NHK等の公共放送にて受信（事務室）

【緊急地震速報（受信時～地震発生時）の対応】

・直ちに身の安全確保（低い姿勢、頭、首の保護）

・シェイクアウトを徹底する

※落ちてこない、倒れてこない、移動してこない場

　所で身を守る

・出入口の確保を行う

・大きな揺れ及びガラス飛散には十分に注意する

【大きな揺れがおさまり次第直ちに避難】

・落下物、飛散物、転倒物等に注意し、避難・避難誘導する

・できる限り、安全な避難経路を通り、避難場所へ避難・避難誘導する

・可能な限りヘルメットを着用し、慌てず避難・避難誘導する

・「おはしもち」の約束に従って、避難・避難場所へ誘導する

・大きな揺れ及びガラス飛散には十分に注意する

＜放送での指示が可能な場合＞

放送：「生徒・職員は、安全に留意し●●へ避難してください」













土砂災害特別警戒区域に

立地していない学校の場合

高等学校版

状況に応じて、教育長が休業を決定する場合がある。その際は安全を確認した上で、自宅又は安全を確保できる場所に向けて下校する。自宅等の安全が確認できない場合は、学校待機とする





【通常授業を行う場合の留意点】

①安全を確保できる場所に待機を原則とする児童生徒

・土砂災害特別警戒区域に居住

・河川水の越流地域に居住する避難行動要支援者

・耐震性の不足する住宅に居住

②避難所等、待機場所からの登校の可否については校長が判断する
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